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横 情 審 答 申 第 3 1 8 4 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 2 6日 

 

 

横浜市長 山 中 竹 春 様  

 

                  横浜市情報公開・個人情報保護審査会 

                     会長   松 村 雅 生 

 

 

 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例第19条第１項の規定に基づく諮問 

について（答申） 

 

 

令和４年12月28日栄税第950号による次の諮問について、別紙のとおり答申します。 

 

「特定区特定町特定地番に係る横浜市土地・家屋総合名寄帳（平成29、30、

31年度、令和２、３及び４年度） ６枚」の一部開示決定に対する審査請求

についての諮問 
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別 紙 

答     申 

１ 審査会の結論 

横浜市長が、「特定区特定町特定地番に係る横浜市土地・家屋総合名寄帳（平成29、

30、31年度、令和２、３及び４年度） ６枚」を一部開示とした決定は妥当である。 

２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、横浜市長（以下「実施機関」という。）が令和４年11月22

日付で行った上記１記載の行政文書（以下「本件審査請求文書」という。）の一部開

示決定（以下「本件処分」という。）の取消しを求めるというものである。 

３ 実施機関の一部開示理由説明要旨 

本件審査請求文書は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横

浜市条例第１号。横浜市の保有する情報の公開に関する条例の一部を改正する条例

（令和４年12月横浜市条例第41号。以下「一部改正条例」という。）による改正前の

もの。以下「旧条例」という。）第７条第２項第１号、第２号及び第６号に該当する

ため一部を非開示としたものであって、その理由は次のように要約される。 

(1) 旧条例第７条第２項第１号の該当性について 

税務職員は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第34条第１項及び第60条第２

号において守秘義務及びこれに違反した場合の罰則が定められていることに加え、

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第22条で罰則が加重されて

いる。 

税務に関する証明、閲覧及び照会の基礎となる課税台帳、申告書、収納簿等の諸

帳票（以下「課税台帳等」という。）の記載事項は、納税者等の秘密に属する事項

である。そのため、地方税の徴収に関する事務で知り得た秘密については、法律上

これらを開示することが認められている場合（法の規定により証明書の交付等が認

められている場合や国から守秘義務が解除される旨通知されている場合等）を除き、

本人以外からの請求には応じられない。 

非開示部分は、固定資産課税台帳の登録事項、その他固定資産税の評価・課税に

係る納税者等の秘密に属する事項であるため、本号に該当し非開示とした。 

(2) 旧条例第７条第２項第２号の該当性について 

非開示部分は、個人に関する情報であって、開示することにより特定の個人を識
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別できる情報又は他の情報と照合することにより特定の個人を識別できる情報であ

り、また、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため、本号に

該当し非開示とした。 

(3) 旧条例第７条第２項第６号の該当性について 

地方税に関する調査等の権限は、法第353条等に基づき地方税の賦課徴収を行うた

めにのみ認められたものであり、課税台帳等の諸帳票の記載事項は、納税義務者か

らの申告、報告又は質問検査権の行使によって得られるものである。これらの納税

義務者の秘密が容易に税務職員から漏れるようでは、納税義務者からの信頼と協力

が得られなくなり、税務行政の円滑な運営に支障が生じ、適正な課税及び税収の確

保ができなくなるおそれがある。 

非開示部分は、課税台帳等の諸帳票の記載事項であって、当該事項を開示するこ

とにより、調査等により把握した事項を含む情報の漏えいに繋がり、租税の賦課若

しくは徴収に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号に該当し非開

示とした。 

４ 審査請求人の本件処分に対する意見 

審査請求人が、審査請求書、意見書及び反論書において主張している本件処分に対

する意見は、次のように要約される。 

(1) 原処分を取り消し、地積を記載した部分及び写真若しくは地図を記載した部分を

公開する。 

(2) 同地は遊水地であったが、駐車場に偽装されているのであるから、区分所有者で

あった請求人には地域の安全確保が働いているか確かめる権利とその存在の有無を

知る権利があったにもかかわらず、処分庁が秘匿し、義務に違反している。  

(3) 同地の課税金額の公開を請求していない。未登記であることから、区分所有者及

び周辺住民にとって、非公開の対象とはならないにもかかわらず職権を濫用、逸脱

して専ら請求人の知る権利、原則公開、差別的扱いで侵害している。 

５ 審査会の判断 

(1) 答申に当たっての適用条例について 

一部改正条例が令和５年４月１日に施行されたが、本件審査請求は旧条例に基づ

きなされた処分に対するものであるため、当審査会は、一部改正条例附則第２項の

規定により、旧条例の規定に基づき審議することとする。 
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(2) 固定資産税に係る事務について 

法第403条第１項では、市町村長は、法第388条第１項に基づき、総務大臣が定め

て告示した固定資産評価基準（昭和38年自治省告示第158号。以下「評価基準」とい

う。）によって、固定資産の価格の決定を行わなければならない旨を規定している。 

横浜市では、評価基準を基に横浜市固定資産評価事務取扱要領を定め、税額計算

の基礎となる価格（評価額）の算出など土地・家屋の固定資産税及び都市計画税の

賦課事務を行っている。  

法第387条第１項では、市町村内の土地及び家屋について、法第380条の規定によ

り作成した固定資産課税台帳に基づき土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければな

らないとされており、横浜市では横浜市土地・家屋総合名寄帳を作成している。 

(3) 本件審査請求文書について 

特定町特定地番の土地（以下「本件土地」という。）の納税義務者に係る横浜市

土地・家屋総合名寄帳のうち平成29年度分から令和４年度分までである。 

当審査会は、実施機関が非開示とした部分を見分した上で、別表のとおり非開示

部分１から非開示部分４までに分類した。審査請求人は非開示部分４については開

示を求めていないため、非開示部分１から非開示部分３までについて、まずは旧条

例第７条第２項第２号の該当性について判断する。 

(4) 旧条例第７条第２項第２号の該当性について 

ア 旧条例第７条第２項第２号本文は、「個人に関する情報・・・であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別すること

ができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公

にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」について、

開示しないことができる旨を規定している。 

ただし、本号ただし書では、「ア 法令等の規定により又は慣行として公にさ

れ、又は公にすることが予定されている情報、イ 人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報、ウ 当該個人

が公務員等・・・である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報で

あるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部

分」について、開示しないことができる個人に関する情報から除く旨を規定して

いる。 
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イ 非開示部分１には、７桁の数字から成る所有者コードが記載されている。これ

らの情報は本件土地の納税義務者個人に関する情報であって、当該個人を特定す

る手掛かりとなり得るものであることから、特定の個人を識別することはできな

いが、これを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認め

られるため、本号本文に該当する。また、本号ただし書アからウまでのいずれに

も該当しない。 

ウ 非開示部分２には、本件土地の納税義務者の氏名や文書の送達先等が記載され

ている。これらの情報は個人に関する情報であって、特定の個人を識別すること

ができるものであるから、本号本文に該当する。 

また、これらの情報は本件土地の納税義務者の情報であり、登記簿等に記載さ

れる所有者の氏名や所在地とは必ずしも一致しないため、慣行として公にされ、

又は公にすることが予定されている情報といえず、本号ただし書アに該当しない。

また、本号ただし書イ及びウにも該当しない。 

エ 非開示部分３には、本件土地の納税義務者が保有する資産が一覧となって記載

されている。これらの情報の中には登記簿等で公にされている情報も含まれてい

るが、その情報を公にすることで、本件土地の納税義務者が保有する資産の数量

が明らかとなる。そのため、非開示部分３により特定の個人を識別されることは

ないが、これを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあると認

められるため、本号本文に該当する。また、本号ただし書アからウまでのいずれ

にも該当しない。 

オ 実施機関は、非開示部分１から非開示部分３までが本項第１号及び第６号にも

該当すると主張するが、本号に該当するため、改めてその該当性を判断するまで

もない。 

(5) 付言 

当審査会が、本件処分の一部開示決定通知書の「非開示とする部分の概要」欄を

確認したところ、「・・・を除く部分」といった記載内容となっており、このよう

に非開示とする部分の概要を具体的に記載せずに決定すると、実施機関が行った開

示、非開示の判断の内容を開示請求者が理解することができないため、今後、実施

機関におかれては、決定通知書の記載を適切に行うよう注意されたい。 

(6) 審査請求人のその他の主張は、当審査会の判断に影響を与えるものではない。 

(7) 結論 
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以上のとおり、実施機関が、本件審査請求文書を旧条例第７条第２項第２号に該

当するとして一部開示とした決定は妥当である。 

（第一部会） 

委員 松村雅生、委員 大川千寿、委員 戸部真澄 

 

別表 審査請求文書のうち実施機関が非開示とした部分 

非開示部分 名称 

非開示部分１ 所有者コード 

非開示部分２ 送達先、氏名・名称、納税管理人 

非開示部分３ 
資産区分、所在・地番、現況地目、課税地積又は床面積、価格、固定

資産税課税標準額、都市計画税課税標準額、都市計画区分、市街化区

域農地、備考 

非開示部分４ 参考税額 

 

 

《 参  考 》 

審  査  会  の  経  過 

年 月 日 審  査  の  経  過 

令 和 ４ 年 1 2 月 2 8 日 ・実施機関から諮問書及び弁明書の写しを受理 

令 和 ５ 年 １ 月 2 7 日 ・審査請求人から意見書を受理 

令 和 ６ 年 1 2 月 2 5 日 

（第392回第一部会） 
・審議 

令 和 ７ 年 １ 月 ９ 日 ・実施機関から弁明書（追加）の写しを受理 

令 和 ７ 年 １ 月 2 2 日 

（第393回第一部会） 
・審議 

令 和 ７ 年 １ 月 2 8 日 ・実施機関から反論書の写しを受理 

令 和 ７ 年 ２ 月 2 6 日 

（第394回第一部会） 
・審議 

 


